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（別紙３） 

「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け平成１７・０２・２３貿局第１号・輸出注意事項１７第７号） 

改 正 後 現 行 

Ⅰ 一般包括許可 

１～３ ［略］ 

４ 一般包括許可の範囲 

（１）一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲は、以下の

①に該当する輸出及び②に該当する役務取引とする。ただし、輸出令別表第

３の２又は同表第４に掲げる地域を経由する場合は、一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可は適用できない。なお、一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可が認められる取引に関する法第２５条第

３項第一号に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく

許可を要しない。 

① 別表Ａにおいて「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組

合せとなる輸出 

 

② 別表Ｂにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術（使用に係るプ

ログラムに限る（ソ－スコ－ドが提供されるものを除く。）。）及びその

提供地（技術の提供を受ける非居住者が属する外国を含む。以下同じ。）

の組合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方（契

約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において

当該技術を利用する者を含む。）が属する特定国が異なる場合は、いず

れの特定国についても輸出令別表第３に掲げる地域であることを要す

る。 

 

（２）一般包括役務取引許可 

一般包括役務取引許可の範囲は、以下に該当する役務取引とする。なお、

一般包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号

に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要し

ない。 

別表Ｂにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組

合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方（契約の相手

方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利

用する者を含む。）が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国について

も輸出令別表第３に掲げる地域であることを要する。 

Ⅰ 一般包括許可 

１～３ ［略］ 

４ 一般包括許可の範囲 

（１）一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の範囲は、以下の

①に該当する輸出及び②に該当する役務取引とする。ただし、輸出令別表第

３の２又は同表第４に掲げる地域を経由する場合は、一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可は適用できない。なお、一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可が認められる取引に関する法第２５条第

３項第一号に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく

許可を要しない。 

① 別表Ａにおいて「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地（輸

出令別表第３に掲げる地域（別表Ａの「い地域①」をいう。）に限る。）

の組合せとなる輸出 

② 別表Ｂにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術（使用に係るプ

ログラムに限る（ソ－スコ－ドが提供されるものを除く。）。）及びその

提供地（（技術の提供を受ける非居住者が属する外国を含む。以下同じ。）

輸出令別表第３に掲げる地域（別表Ｂの「い地域①」をいう。）に限る。）

の組合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方（契

約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において

当該技術を利用する者を含む。）が属する特定国が異なる場合は、いず

れの特定国についても輸出令別表第３に掲げる地域であることを要す

る。 

（２）一般包括役務取引許可 

一般包括役務取引許可の範囲は、以下に該当する役務取引とする。なお、

一般包括役務取引許可が認められる取引に関する法第２５条第３項第一号

に掲げる行為については、外為令第１７条第２項の規定に基づく許可を要し

ない。 

別表Ｂにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術及びその提供地（輸

出令別表第３に掲げる地域（別表Ｂの「い地域①」をいう。）に限る。）の組

合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方（契約の相手

方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利

用する者を含む。）が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国について
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５～１０ ［略］ 

１１ 一般包括許可の取消及び失効 

（１）・（２） ［略］ 

（３）一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた場合の一時失効 

一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた者が一般包括許可を適用で

きる貨物又は技術を「い地域①」及び「り地域」に特別一般包括許可によっ

て輸出又は提供したときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、一般

包括許可は失効していたものとみなす。 

Ⅱ 特別一般包括許可 

１～１０ ［略］ 

１１ 特別一般包括許可の取消及び失効 

（１）・（２） ［略］ 

（３）一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた場合の一時失効 

一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた者が一般包括許可を適用で

きる貨物又は技術を「い地域①」及び「り地域」に一般包括許可によって輸

出又は提供したときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特別一般

包括許可は失効していたものとみなす。 

Ⅲ 特定包括許可 

１～９ ［略］ 

１０ 特定包括許可の取消及び失効 

（１） ［略］ 

（２）特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた場合の一時失効 

特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた者が特定包括許可を適用

できる貨物又は技術を「い地域①」及び「り地域」に特別返品等包括許可に

よって輸出又は提供をしたときは、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、

特定包括許可は失効していたものとみなす。 

Ⅳ 特別返品等包括許可 

１～１０ ［略］ 

１１ 特別返品等包括許可の取消及び失効 

（１）［略］ 

（２）特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた場合の一時失効 

特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた者が特定包括許可を適用

できる貨物又は技術を「い地域①」及び「り地域」に特定包括許可によって

輸出又は提供をしたときは、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特別返

品等包括許可は失効していたものとみなす。 
Ⅴ～Ⅷ ［略］ 

も輸出令別表第３に掲げる地域であることを要する。 

５～１０ ［略］ 

１１ 一般包括許可の取消及び失効 

（１）・（２） ［略］ 

（３）一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた場合の一時失効 

一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた者が一般包括許可を適用で

きる貨物又は技術を「い地域①」に特別一般包括許可によって輸出又は提供

したときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、一般包括許可は失効

していたものとみなす。 

Ⅱ 特別一般包括許可 

１～１０ ［略］ 

１１ 特別一般包括許可の取消及び失効 

（１）・（２） ［略］ 

（３）一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた場合の一時失効 

一般包括許可及び特別一般包括許可を受けた者が一般包括許可を適用で

きる貨物又は技術を「い地域①」に一般包括許可によって輸出又は提供した

ときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特別一般包括許可は失効

していたものとみなす。 

Ⅲ 特定包括許可 

１～９ ［略］ 

１０ 特定包括許可の取消及び失効 

（１） ［略］ 

（２）特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた場合の一時失効 

特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた者が特定包括許可を適用

できる貨物又は技術を「い地域①」に特別返品等包括許可によって輸出又は

提供をしたときは、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特定包括許可は

失効していたものとみなす。 

Ⅳ 特別返品等包括許可 

１～１０ ［略］ 

１１ 特別返品等包括許可の取消及び失効 

（１）［略］ 

（２）特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた場合の一時失効 

特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた者が特定包括許可を適用

できる貨物又は技術を「い地域①」に特定包括許可によって輸出又は提供を

したときは、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特別返品等包括許可は

失効していたものとみなす。 
Ⅴ～Ⅷ ［略］ 
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（別表１） 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可に基づき輸出

又は技術の提供を行う際は、当該輸

出される貨物の用途及び需要者又は

提供される技術の用途及び利用する

者について、あらかじめ経済産業大

臣に登録した統括責任者及び該非確

認責任者の指示に従い、当該輸出又

は技術の提供が一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可

の範囲又は条件に適合していること

を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

需要者が確定していない輸出又は利用

する者が確定していない技術の提供

（以下「ストック販売」という。）を行

う場合にあっては、需要者又は利用す

る者として予定される者等について確

認を行い、かつ一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可を適用

することができない第三国にて転売さ

れる予定がないことを確認すること

（いずれも「い地域①」及び「り地域」

（次のいずれかに該当する貨物及び技

術の「り地域」を仕向地及び提供地とす

る場合を除く。）以外の地域についての

確認を行えば足りる。）。 

① 輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省令

第２条第１項第一号へに該当する

もの 

② 輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

の 

③ 輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの 

④ 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの設計、製造又は使用に

係るもの 

⑤ 外為令別表の５の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

（別表１） 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可に基づき輸出

又は技術の提供を行う際は、当該輸

出される貨物の用途及び需要者又は

提供される技術の用途及び利用する

者について、あらかじめ経済産業大

臣に登録した統括責任者及び該非確

認責任者の指示に従い、当該輸出又

は技術の提供が一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可

の範囲又は条件に適合していること

を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

［新設］ 
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（３）～（１０）［略］ 

７条第１項第三号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

のの設計又は製造に必要なものに

限る。） 

⑥ 外為令別表の７の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

９条第１項第二号に該当するもの

（輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの

の設計又は製造に必要なものに限

る。） 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１０）［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 
 

（別表２） 

一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）一般包括役務取引許可に基づき技

術の提供を行う際は、当該提供され

る技術の用途及び利用する者につい

て、あらかじめ経済産業大臣に登録

した統括責任者及び該非確認責任者

の指示に従い、当該技術の提供が一

般包括役務取引許可の範囲又は条件

に適合していることを確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

利用する者が確定していない技術の提

供（以下「ストック販売」という。）を

行う場合にあっては、利用する者とし

て予定される者等について確認を行

い、かつ一般包括役務取引許可を適用

することができない第三国にて転売さ

れる予定がないことを確認すること

（いずれも「い地域①」及び「り地域」

（次のいずれかに該当する技術の「り

地域」を提供地とする場合を除く。）以

外の地域についての確認を行えば足り

る。）。 

① 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの設計、製造又は使用に

係るもの 

（別表２） 

一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）一般包括役務取引許可に基づき技

術の提供を行う際は、当該提供され

る技術の用途及び利用する者につい

て、あらかじめ経済産業大臣に登録

した統括責任者及び該非確認責任者

の指示に従い、当該技術の提供が一

般包括役務取引許可の範囲又は条件

に適合していることを確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

［新設］ 
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（３）～（１０）［略］ 

② 外為令別表の５の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

７条第１項第三号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

のの設計又は製造に必要なものに

限る。） 

③ 外為令別表の７の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

９条第１項第二号に該当するもの

（輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの

の設計又は製造に必要なものに限

る。） 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１０）［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 
 

（別表３） 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括輸出・役務（使用に

係るプログラム）取引許可に基づき

輸出又は技術の提供を行う際は、当

該輸出される貨物の用途及び需要者

又は提供される技術の用途及び利用

する者について、あらかじめ定めら

れた手続きに従って確認を行い、当

該輸出又は技術の提供が特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可の範囲又は条件に適合

していることを確認すること。 

 

 

 

 

［略］ 

１）需要者が確定していない輸出又は

利用する者が確定していない技術の

提供（以下「ストック販売」という。）

を行う場合にあっては、需要者又は

利用する者として予定される者等に

ついて確認を行い、かつ特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可を適用することができ

ない第三国にて転売される予定がな

いことを確認すること（いずれも「い

地域①」及び「り地域」（次のいずれ

かに該当する貨物及び技術の「り地

域」を仕向地及び提供地とする場合

を除く。）以外の地域についての確認

を行えば足りる。）。 

（別表３） 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括輸出・役務（使用に

係るプログラム）取引許可に基づき

輸出又は技術の提供を行う際は、当

該輸出される貨物の用途及び需要者

又は提供される技術の用途及び利用

する者について、あらかじめ定めら

れた手続きに従って確認を行い、当

該輸出又は技術の提供が特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可の範囲又は条件に適合

していることを確認すること。 

 

 

 

 

［略］ 

１）需要者が確定していない輸出又は

利用する者が確定していない技術の

提供（以下「ストック販売」という。）

を行う場合にあっては、需要者又は

利用する者として予定される者等に

ついて確認を行い、かつ特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可を適用することができ

ない第三国にて転売される予定がな

いことを確認すること（いずれも輸

出令別表第３に掲げる地域以外の地

域についての確認を行えば足り

る。）。 
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（３）～（１２）［略］ 

① 輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省令

第２条第１項第一号へに該当する

もの 

② 輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

の 

③ 輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの 

④ 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの設計、製造又は使用に

係るもの 

⑤ 外為令別表の５の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

７条第１項第三号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

のの設計又は製造に必要なものに

限る。） 

⑥ 外為令別表の７の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

９条第１項第二号に該当するもの

（輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの

の設計又は製造に必要なものに限

る。） 

２）［略］ 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１２）［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）［略］ 

［略］ 
 

（別表４） （別表４） 
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特別一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括役務取引許可に基づ

き技術の提供を行う際は、当該提供

される技術の用途及び利用する者に

ついて、あらかじめ定められた手続

きに従って確認を行い、当該技術の

提供が特別一般包括役務取引許可の

範囲又は条件に適合していることを

確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

１）利用する者が確定していない技術

の提供（以下「ストック販売」とい

う。）を行う場合にあっては、利用す

る者として予定される者等について

確認を行い、かつ特別一般包括役務

取引許可を適用することができない

第三国にて転売される予定がないこ

とを確認すること（いずれも「い地域

①」及び「り地域」（次のいずれかに

該当する技術の「り地域」を提供地と

する場合を除く。）以外の地域につい

ての確認を行えば足りる。）。 

① 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの設計、製造又は使用に

係るもの 

② 外為令別表の５の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

７条第１項第三号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

のの設計又は製造に必要なものに

限る。） 

③ 外為令別表の７の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

９条第１項第二号に該当するもの

（輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの

の設計又は製造に必要なものに限

る。） 

２）［略］ 

特別一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括役務取引許可に基づ

き技術の提供を行う際は、当該提供

される技術の用途及び利用する者に

ついて、あらかじめ定められた手続

きに従って確認を行い、当該技術の

提供が特別一般包括役務取引許可の

範囲又は条件に適合していることを

確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

１）利用する者が確定していない技術

の提供（以下「ストック販売」とい

う。）を行う場合にあっては、利用す

る者として予定される者等について

確認を行い、かつ特別一般包括役務

取引許可を適用することができない

第三国にて転売される予定がないこ

とを確認すること（いずれも輸出令

別表第３に掲げる地域以外の地域に

ついての確認を行えば足りる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）［略］ 
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（３）～（１３）［略］ ［略］ 
 

（３）～（１３）［略］ ［略］ 
 

（別表５）～（別表８） ［略］ 

［別表Ａ］  

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／特定包括輸出許可／特定子会社包括

輸出許可マトリックス 

（別表５）～（別表８） ［略］ 

［別表Ａ］  

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／特定包括輸出許可／特定子会社包括

輸出許可マトリックス 

［１の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［２の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［２の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［３の項］ 

仕向地 

輸出令 

別表第一項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域②

（ち

地域

を除

く） 

に地

域②

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

り地

域 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第１号ヘに該当するものであって、

輸出申告の際の数量がそれぞれの

物質につき２０キログラム超のも

の 

特別

一般 

一般 

特定 特定 特定 － － 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第１号に該当するもののうち、上記

を除くものであって、輸出申告の際

の数量がそれぞれの物質につき２

０キログラム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

［３の項］ 

仕向地 

輸出令 

別表第一項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域②

（ち

地域

を除

く） 

に地

域②

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

[ 新

設] 

[新設] 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第１号に該当するものであって、輸

出申告の際の数量がそれぞれの物

質につき２０キログラム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 
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輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第１号ヘに該当するものであって、

輸出申告の際の数量が、それぞれの

物質につき２０キログラム以下の

もの 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

特別

一般 

特別

一般 

－ － 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第１号に該当するもののうち、上記

を除くものであって、輸出申告の際

の数量が、それぞれの物質につき２

０キログラム以下のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（１）に掲

げる貨物であって、貨物等省令第２

条第１項第３号イからホまでのい

ずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

－ 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号イ若しくはロ又は第３号ヘ

からタまでのいずれかに該当する

ものであって、輸出申告の際の数量

が、それぞれの物質につき２０キロ

グラム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号イ若しくはロ又は第３号ヘ

からタまでのいずれかに該当する

ものであって、輸出申告の際の数量

が、それぞれの物質につき２０キロ

グラム以下のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ハに該当するものであって、

輸出申告の際の数量が１キログラ

ム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

[新設] 

 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第１号に該当するものであって、輸

出申告の際の数量が、それぞれの物

質につき２０キログラム以下のも

の 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 

輸出令別表第１の３の項（１）に掲

げる貨物であって、貨物等省令第２

条第１項第３号イからホまでのい

ずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号イ若しくはロ又は第３号ヘ

からタまでのいずれかに該当する

ものであって、輸出申告の際の数量

が、それぞれの物質につき２０キロ

グラム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号イ若しくはロ又は第３号ヘ

からタまでのいずれかに該当する

ものであって、輸出申告の際の数量

が、それぞれの物質につき２０キロ

グラム以下のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ハに該当するものであって、

輸出申告の際の数量が１キログラ

ム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 
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輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ハに該当するものであって、

輸出申告の際の数量が１キログラ

ム以下のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ニからトまでのいずれか若

しくは第３号レからヤまでのいず

れかに該当するものであって、輸出

申告の際の数量が、それぞれの物質

につき２０キログラム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ニからトまでのいずれか若

しくは第３号レからヤまでのいず

れかに該当するものであって、輸出

申告の際の数量が、それぞれの物質

につき２０キログラム以下のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（２）７又

は９に掲げる貨物であって、貨物等

省令第１条第３８号、第４０号に該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（２）７又

は９に掲げる貨物であって、上記を

除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の３の項（２）に掲

げる貨物であって、１～６、８、１

０、１１に掲げるもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般  

一般 

輸出令別表第１の３の項（３）に掲

げる貨物であって、貨物等省令第２

条第３項に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 
 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ハに該当するものであって、

輸出申告の際の数量が１キログラ

ム以下のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ニからトまでのいずれか若

しくは第３号レからヤまでのいず

れかに該当するものであって、輸出

申告の際の数量が、それぞれの物質

につき２０キログラム超のもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（１）の貨

物として貨物等省令第２条第１項

第２号ニからトまでのいずれか若

しくは第３号レからヤまでのいず

れかに該当するものであって、輸出

申告の際の数量が、それぞれの物質

につき２０キログラム以下のもの 

    
 

輸出令別表第１の３の項（２）７又

は９に掲げる貨物であって、貨物等

省令第１条第３８号、第４０号に該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（２）７又

は９に掲げる貨物であって、上記を

除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（２）に掲

げる貨物であって、１～６、８、１

０、１１に掲げるもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の３の項（３）に掲

げる貨物であって、貨物等省令第２

条第３項に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 

［３の２項］ ［３の２項］ 
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仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［４の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［４の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［５の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち 地

域 

り 地

域 

輸出令別表第１の５の項（１）、（３）～（８）

まで又は（１０）～（１３）までに掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１号～第１２号のい

ずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 

輸出令別表第１の５の項（１４）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１２号ハ又はニに該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 

輸出令別表第１の５の項（１４）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 

輸出令別表第１の５の項（１５）又は（１６）に

掲げる貨物であって、貨物等省令第４条第１２号

又は第１３号に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 

輸出令別表第１の５の項（１７）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１４号ロに該当する

もの 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

－ － 

輸出令別表第１の５の項（１７）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

－ 特 別

一般 

一般 

輸出令別表第１の５の項（１８）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第２号又は第１５号ハ

若しくはニに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 

［５の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち 地

域 

[ 新

設] 

輸出令別表第１の５の項（１）、（３）～（８）

まで又は（１０）～（１３）までに掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１号～第１２号のい

ずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

[ 新

設] 

輸出令別表第１の５の項（１４）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１２号ハ又はニに該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

輸出令別表第１の５の項（１４）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

輸出令別表第１の５の項（１５）～（１７）まで

に掲げる貨物であって、貨物等省令第４条第１２

号～第１４号までのいずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

[新設] 

 

 

[新設] 

 

 

輸出令別表第１の５の項（１８）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第２号又は第１５号ハ

若しくはニに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

[新

設] 



12 

 

輸出令別表第１の５の項（１８）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 

輸出令別表第１の５の項（１９）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１６号に該当するも

の 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

特 別

一般 

一般 
 

輸出令別表第１の５の項（１８）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

輸出令別表第１の５の項（１９）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１６号に該当するも

の 

［略

］ 

［略

］ 

［ 略

］ 

 

［６の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［６の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［７の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

輸出令別表第１の７の項（１）又は（３）～(14)

に掲げる貨物であって、貨物等省令第６条第１号

又は第３号～第１５号までのいずれかに該当す

るもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物であ

って、貨物等省令第６条第２号に該当するもの（

マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品の

うち、窒化ガリウムを用いた基板又は窒化ガリウ

ムのエピタキシャル層を有する基板を使用した

ものに限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物であ

って、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１５）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第１６号ロに該当する

もの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１５）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

［７の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

[ 新

設] 

輸出令別表第１の７の項（１）又は（３）～(14)

に掲げる貨物であって、貨物等省令第６条第１号

又は第３号～第１５号までのいずれかに該当す

るもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 

 

輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物であ

って、貨物等省令第６条第２号に該当するもの（

マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品の

うち、窒化ガリウムを用いた基板又は窒化ガリウ

ムのエピタキシャル層を有する基板を使用した

ものに限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物であ

って、上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１５）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第１６号ロに該当する

もの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１５）に掲げる貨物で

あって、上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 
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輸出令別表第１の７の項（１５の２）に掲げる貨

物であって、貨物等省令第６条第１６号の２に該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１６）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第１７号イ、ロ、ホ、

ヘ又はヌのいずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１７）、（１７の２）

、（２０）又は（２１）に掲げる貨物であって、

貨物等省令第６条第１７号ト、チ若しくはリ、第

１７号の２、第２０号又は第２１号のいずれかに

該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１８）、（２２）又は

（２３）に掲げる貨物であって、貨物等省令第６

条第１８号に該当するもの（窒化ガリウムを用い

た基板に限る。）又は第２２号～第２４号までの

いずれかに該当するもの（窒化ガリウムを用いた

基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１８）、（２２）又は

（２３）に掲げる貨物であって、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１９）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第１９号に該当するも

の 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

－ － 

 

輸出令別表第１の７の項（１５の２）に掲げる貨

物であって、貨物等省令第６条第１６号の２に該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１６）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第１７号イ、ロ、ホ、

ヘ又はヌのいずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１７）、（１７の２）

又は（１９）～（２１）に掲げる貨物であって、

貨物等省令第６条第１７号ト、チ若しくはリ、第

１７号の２又は第１９号～第２１号までのいず

れかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１８）、（２２）又は

（２３）に掲げる貨物であって、貨物等省令第６

条第１８号に該当するもの（窒化ガリウムを用い

た基板に限る。）又は第２２号～第２４号までの

いずれかに該当するもの（窒化ガリウムを用いた

基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１８）、（２２）又は

（２３）に掲げる貨物であって、上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[新設] 

 

 
 

［８の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［８の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［９の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［９の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１０の項］ ［１０の項］ 
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仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１１の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１１の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１２の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１２の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１３の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１３の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１４の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１４の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１５の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１５の項］ 

仕向地 

輸出令別表第一項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

〔別表Ｂ〕 

特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／特定包括役務取引許可／特

定子会社包括役務取引許可マトリックス 

〔別表Ｂ〕 

特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／特定包括役務取引許可／特

定子会社包括役務取引許可マトリックス 

［１の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［１の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 
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［略］ ［略］ ［略］ 
 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［２の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［２の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［３の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域②

（ち

地域

を除

く） 

に地

域②

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

り地

域 

外為令別表の３の項（１）に掲げる

技術であって、次に掲げる貨物の設

計、製造又は使用に係るもの 

    
 

     

 輸出令別表第１の３の項（１）の

貨物として貨物等省令第２条第

１項第１号ヘに該当するもの 

特別

一般 

一般 

特定 特定 特定 － － 

 
輸出令別表第１の３の項（１）の

貨物として貨物等省令第２条第

１項第１号に該当するもののう

ち、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

 
輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省

令第２条第１項第３号イからホ

までのいずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

－ 

 
輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省

令第２条第１項第２号又は第３

号ヘからヤまでのいずれかに該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の３の項（２）に掲げる
    

  

［３の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域②

（ち

地域

を除

く） 

に地

域②

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

[ 新

設] 

外為令別表の３の項（１）に掲げる

技術であって、次に掲げる貨物の設

計、製造又は使用に係るもの 

    
 

     

 [新設] 

 

 
 

輸出令別表第１の３の項（１）の

貨物として貨物等省令第２条第

１項第１号に該当するもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 

 
輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省

令第２条第１項第３号イからホ

までのいずれかに該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 
輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省

令第２条第１項第２号又は第３

号ヘからヤまでのいずれかに該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の３の項（２）に掲げる
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技術であって、次に掲げる貨物の設

計、製造又は使用に係るもの 
 

輸出令別表第１の３の項（２）７

又は９に掲げる貨物であって、

貨物等省令第１条第３８号又は

第４０号に該当するものの設

計、製造又は使用に係る技術 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

 
輸出令別表第１の３の項（２）に

掲げる貨物であって、上記を除

くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 
 

輸出令別表第１の３の項（３）に

掲げる貨物であって、貨物等省

令第２条第３項に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 
 

技術であって、次に掲げる貨物の設

計、製造又は使用に係るもの 
 

輸出令別表第１の３の項（２）７

又は９に掲げる貨物であって、

貨物等省令第１条第３８号又は

第４０号に該当するものの設

計、製造又は使用に係る技術 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 
輸出令別表第１の３の項（２）に

掲げる貨物であって、上記を除

くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 
輸出令別表第１の３の項（３）に

掲げる貨物であって、貨物等省

令第２条第３項に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 

［３の２項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［３の２項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［４の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［４の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［５の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

外為令別表の５の項（１）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第１項第２号に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の５の項（１）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第１項第３号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１４号ロに該当する

ものの設計又は製造に必要なものに限る。） 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

－ － 

［５の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

[ 新

設] 

外為令別表の５の項（１）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第１項第２号に該当するもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 

[新設] 
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外為令別表の５の項（２）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第２項第２号に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の５の項（１）又は（２）に掲げる技術

であって、上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の５の項（３）～（５）に掲げる技術 ［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の５の項（７）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第６項第１号に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の５の項（７）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第６項第２号に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の５の項（８）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第７項に該当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 
 

外為令別表の５の項（２）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第２項第２号に該当するもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 

外為令別表の５の項（１）又は（２）に掲げる技術

であって、上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の５の項（３）～（５）に掲げる技術 

 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の５の項（７）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第６項第１号に該当するもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の５の項（７）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第６項第２号に該当するもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の５の項（８）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第７項に該当するもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 

［６の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［６の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［７の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

外為令別表の７の項（１）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１９条第１項第１号又は第３号に該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の７の項（１）に掲げる技術であって、

次に掲げる貨物の設計又は製造に係るもの 

  
  

 
輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第２号に該当するも

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

［７の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

[ 新

設] 

外為令別表の７の項（１）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１９条第１項第１号又は第３号に該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[ 新

設] 

外為令別表の７の項（１）に掲げる技術であって、

次に掲げる貨物の設計又は製造に係るもの 

  
 

 
輸出令別表第１の７の項（２）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第６条第２号に該当するも

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 
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の（マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分

品のうち、窒化ガリウムを用いた基板又は窒化

ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使

用したものに限る。） 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１８）に掲げる貨物

であって、貨物等省令第６条第１８号に該当す

るもの（窒化ガリウムを用いた基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（１９）に掲げる貨物

であって、貨物等省令第６条第１９号に該当す

るもの 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

－ － 

輸出令別表第１の７の項（２２）に掲げる貨物

であって、第２２号又は第２４号に該当するも

の（窒化ガリウムを用いた基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

輸出令別表第１の７の項（２３）に掲げる貨物

であって、第２３号又は第２４号に該当するも

の（窒化ガリウムを用いた基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の７の項（１）に掲げる技術であって、

上記を除くもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 

外為令別表の７の項（２）～（５）に掲げる技術 ［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

特別

一般 

一般 
 

の（マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分

品のうち、窒化ガリウムを用いた基板又は窒化

ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使

用したものに限る。） 

輸出令別表第１の７の項（１８）に掲げる貨物

であって、貨物等省令第６条第１８号に該当す

るもの（窒化ガリウムを用いた基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

[新設] 

 

 

輸出令別表第１の７の項（２２）に掲げる貨物

であって、第２２号又は第２４号に該当するも

の（窒化ガリウムを用いた基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

輸出令別表第１の７の項（２３）に掲げる貨物

であって、第２３号又は第２４号に該当するも

の（窒化ガリウムを用いた基板に限る。） 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の７の項（１）に掲げる技術であって、

上記を除くもの 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

外為令別表の７の項（２）～（５）に掲げる技術 

 

 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

 

［８の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［８の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［９の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［９の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１０の項］ ［１０の項］ 
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提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１１の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１１の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１２の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１２の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１３の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１３の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１４の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１４の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１５の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

「い地域①」及

び「り地域」 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

［１５の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地域① ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

注１） 別表Ａ及びＢにおける「い地域①」から「り地域」までの各地域とは、輸出

貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２

号・輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙で定める国・地域をいう。 
注２） 一般包括輸出許可の範囲は、「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向

地の組合せとなる輸出。 
注３） 一般包括役務取引許可の範囲は、「一般」と表記された欄にあたる技術及び

その提供地の組合せとなる取引。 

注１） 別表Ａ及びＢにおける「い地域①」から「ち地域」までの各地域とは、輸出

貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２

号・輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙で定める国・地域をいう。 
注２） 一般包括輸出許可の範囲は、「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向

地（輸出令別表第３に掲げる地域に限る。）の組合せとなる輸出。 
注３） 一般包括役務取引許可の範囲は、「一般」と表記された欄にあたる技術及び

その提供地（輸出令別表第３に掲げる地域に限る。）の組合せとなる取引。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

注４） ［略］ 

注４） 輸出令別表第３に掲げる地域：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリ

ア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓

民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーラ

ンド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆

国 

注５） ［略］ 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局３３２号・

輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の注抜粋） 

仕向地及び提供地 

国・地域名 
い地域① ［略］ ち地域 り地域 

アイスランド ～ タイ ［略］ ［略］ ［略］  

大韓民国 （削る） ［略］   ○ 

台湾 ～ その他の地域 ［略］ ［略］ ［略］  
 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局３３２号・

輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の注抜粋） 

仕向地及び提供地 

国・地域名 
い地域① ［略］ ち地域 [新設] 

アイスランド ～ タイ ［略］ ［略］ ［略］  

大韓民国 ○ ［略］  ［新設］ 

台湾 ～ その他の地域 ［略］ ［略］ ［略］  
 

様式第１～様式第２０ ［略］ 様式第１～様式第２０ ［略］ 

 


